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税務の話題 

みやぎ税務会計事務所 ラクホ S 遠距離限定！オンライン顧問契約プラン実施中！ 

2022 年もいよいよ後半① 「ふるさと納税」のこと 

「ふるさと納税」は、皆さまも「よく聞く！」言葉になっていると思います。 
「毎年やってるよ！」という方も多いのではないでしょうか。 
今年も、これからＣＭで「ふるさと納税」を耳にすることが多くなりそうです。 
私たちも皆さまからよくお問い合わせをいただく「ふるさと納税」をご案内いたします。 
 
・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆・‥…━━━☆ 

ちょうど先月、皆さまもお勤めの会社やお住まいの市区町村から 
「令和４年度市県民税通知書」を受け取った頃かと思います。 

市県民税＝住民税は、「その年の１月１日に住んでいた市区町村」に納めるものです。
（会社から受け取った方は、毎月のお給与から会社が徴収し、お住まいの市区町村に皆さまに代わって納めています。） 

 
 そのため、 
 

「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、 
自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」 

（「ふるさと納税研究会」報告書（平成 19 年 10 月）） 
 

という意見から、「ふるさと納税」が始まりました。 
  

“お礼の品”や税収の減少など、さまざまな問題が指摘される制度ですが、 
所得税・住民税の計算上「寄附金控除」を適用する、あくまで「寄附」なのです。 

「納税」といっても本当は「寄附」 

自己負担は 2,000 円！？のワケ 

左図の（※）は 
① 所得税から控除する［寄附金控除（所得控除）］ 
② 住民税から控除する［寄附金控除（税額控除）］ 
③ 住民税から控除する［ふるさと納税特別枠］ 寄附額全体 

2,000 円 所得税と住民税から控除（※） 

の３区分で計算をしますが、結果として、2,000 円を引いた額が①～③のどこかで 
控除されることになっています（寄附金控除の計算は「2,000 円を引く」と決められているためです）。 
＝ お礼の品があるふるさと納税の場合は、「実質 2,000 円で受け取ることが出来る」と
言われるのです。 ただし控除上限もありますので、注意事項は裏面で！ 

ふるさと納税は 
「2018 年 10 月号」 
でもご紹介しています！ 


